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障害者扶養共済制度の広報啓発について 

 

 

障害者扶養共済制度は、親亡き後の障害者の生活の安定と福祉の増進に資す

るとともに、障害者の将来に対する保護者の不安の軽減につながるものである

ことから、制度の情報が障害者やその保護者に行き渡るよう、広報啓発に取り

組むことが重要である。 

昨年とりまとめられた「心身障害者扶養保険事業の見直しに関する検討会報

告書（平成 29年 11月６日）」においては、国、地方公共団体及び独立行政法人

福祉医療機構（以下「機構」という。）による広報の取組の一層の充実とともに、 

・20歳未満の障害児を扶養する保護者に対して重点的に広報を行うこと 

・税制上の優遇措置等のメリットをわかりやすく伝えること 

・相談支援に応じる者が制度の案内を効果的に行えるようにする取組を行う

こと 

等について指摘されている。 

このため、今般、地方公共団体における広報啓発の取組の参考となるよう留

意事項を下記のとおりとりまとめたので、通知する。 

ついては、各地方公共団体におかれては、下記の留意事項を踏まえ、広報啓

発の取組を推進していただくようお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項

の規定に基づく技術的助言である。 

記 

 

１．障害者行政窓口等での周知の促進 

障害者やその保護者に障害者扶養共済制度の情報が行き渡るようにするた
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めには、障害者やその保護者が行政窓口を利用するあらゆる機会を捉えて広

報啓発を行うことが重要である。 

このため、今般、厚生労働省及び機構において、地方公共団体が独自でリ

ーフレットを作成する際のひな形（別添１）及び制度の案内の手引き（別添

２）を作成し、厚生労働省ホームページ及び機構ホームページに掲載した（※）。 

このリーフレットでは、障害者扶養共済制度に対して国民に親しみを持っ

ていただくため、保護者の方のご意見を参考に厚生労働省が決定した愛称

（「しょうがい共済」）や、制度のメリットについて、わかりやすく盛り込ん

でいる。また、手引きについては、リーフレットの記載内容に沿って案内の

ポイントを示すとともに、ポイントに対応する詳細な説明等を盛り込んでい

る。 

（※）《リーフレット・手引き・ポスターの掲載場所》 

○厚生労働省ホームページ 

「ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞障害者福祉

＞その他」                      

                           

○福祉医療機構ホームページ 

「ホーム＞コンテンツ＞心身障害者扶養保険事業＞制度のごあんない」 

 

２．関係機関や関係団体と連携した広報 

障害者やその保護者は、障害福祉だけでなく、教育、児童福祉、母子保健、

医療等多岐にわたる制度を利用することから、関係部局とも連携して、特別

支援学校、各種関係機関及び関係団体等に対しても周知の協力を求めること

が重要である。 

厚生労働省においても、昨年、障害者団体等の関係団体に対し、団体の会

報等を通じて周知を行っていただくよう協力を求めている。 

なお、障害者の保護者の中でも特に若年層に対する周知を進めるため、昨

年、平成 30年４月１日以降に交付する母子健康手帳の任意記載事項様式が改

正され、障害者扶養共済制度の概要が盛り込まれた。また、これを受けて、

母子健康手帳副読本も改訂される予定である。 

 

３．障害者やその保護者への相談支援を行う者による広報啓発 

制度の情報をより効果的に障害者やその保護者へ伝えるためには、障害者や

その保護者からの相談に応じる者が、必要に応じ制度の案内を行えるように

することが望まれる。 

このため、一部の地方公共団体においては、既に市町村窓口職員を対象と



して、本制度に関する研修が実施されているが、こうした取組に加え、障害

者相談支援事業所の相談支援専門員等に対しても研修等を行い、制度への理

解促進に努めることが重要である。 

 

（参考）「しょうがい共済」について 

    「『障害』のある方が、『生涯』安心して暮らしていけるように」とい

う保護者の方の想いが込められている。 

 

 

- 

＜本件担当＞ 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課 手当係 

電話：03-5253-1111（3020） 

HNMPF
テキストボックス
※別添１及び別添２は添付省略


